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緊急消防援助隊の迅速な出動について 

 

 

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱等の改正については、「緊急消防援助隊

の応援等の要請等に関する要綱等の改正について（通知）（令和４年６月24日付け消防広

第211号）」により、通知をしたところです。今般の改正のうち、緊急消防援助隊の迅速な

出動に関して、下記のとおり運用することとしています。 

貴職におかれましては、本通知の内容を御理解の上、その運用に十分配慮されるととも

に、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して

も、この旨周知されるようお願いします。 

なお、本通知は消防組織法（昭和22年法律第226号）第37条の規定に基づく助言として発

出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 緊急消防援助隊の出動の求め又は指示等について 

災害発生時の緊急消防援助隊の迅速な出動のため、消防庁は風水害等が発生するおそれ

がある段階で都道府県及び消防本部に対し出動準備を依頼し、出動可能隊数の報告を受け

ることがあるが（要請要綱５条）、急激な河川氾濫、土砂災害等の突発的な事案に際して

は、出動準備依頼を経ることなく、速やかに消防庁長官による出動の求め又は指示を行う

こととしている（別紙「出動の求め又は指示の基本的な流れ」参照）。 

 

２ 指揮支援部隊の迅速な出動について 

今般の運用要綱第１５条の改正により、指揮支援部隊について、統合機動部隊と同様

に、長官の出動の求め又は指示後おおむね１時間以内に出動することを明確にしたため、

天候状況等により、指揮支援部隊の輸送ルートの判断や輸送航空小隊の調整など特に考慮

すべき事情がある場合を除き、おおむね１時間以内に出動されたい。 

 



３ 統合機動部隊の出動について 

発災直後の緊急消防援助隊の出動においては、情報収集、後続する部隊の活動円滑化等

を目的として、統合機動部隊を速やかに先遣するため、消防庁長官より発災直後に都道府

県大隊の出動の求め又は指示を行う際は、原則として、出動の求め又は指示を行う都道府

県に対して統合機動部隊の出動の求め又は指示を行う。 

 

４ 統合機動部隊の編成について 

今般の運用要綱第５条の改正により、統合機動部隊の編成に関しては、災害種別に応じ

た対応をする必要があり、迅速な出動や情報収集等が求められていることから、運用要綱

では基本的な編成を定め、都道府県が出動の目的に応じて、以下の事項を参考に柔軟に編

成、運用されたい。 

 
○通常、都道府県大隊は統合機動部隊よりも数時間から半日程度遅く到着すると考えら

れ、それまでの間の活動を想定することが適当であると考えられ、具体的には、各都道

府県により以下の方法を取ること等を想定している。  

・第一陣、第二陣と分割して出動する方法。 

・出動方面により、統合機動部隊の編成を見直す方法。 

・複数の消防本部により統合機動部隊が構成されている場合は、全ての小隊の集結を

待つことなく、統合機動部隊の大半を構成する小隊が先遣出動し、一部の隊は被災地

の直前で合流する方法。 

・編成小隊数を見直す方法。  

統合機動部隊を分割して出動する場合は、全隊として統合機動部隊指揮隊の指揮を受

けるように、事前に計画をすることが必要である。 

 

○災害種別によっては、救助小隊（津波・大規模風水害対策車）、特殊装備小隊（重機及

び重機搬送車）を統合機動部隊に加える等柔軟な編成が考えられる。 

 

○統合機動部隊の編成については、従前どおり、統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程

度、救助小隊３隊程度、救急小隊３隊程度、後方支援小隊及び通信支援小隊をもって編

成しても差し支えない。 
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別紙
緊急消防援助隊の都道府県大隊の出動の求め又は指示に係る基本的な流れ

被災都道府県

消防庁

応援都道府県

発災

状況の把握

出動可能隊数報告依頼※１

出動準備依頼※１

（要請要綱第５条第１項）

消防の応援等の要請
（要請要綱第３条）

出動可能隊数報告※２
（要請要綱第５条第２
項～第４項）

緊急消防援助隊の出動
の求め又は指示※２

（要請要綱第６条）

※１ 出動可能隊数報告及び出動準備については、風水害等の発災前の災害が発生するおそれ
がある段階で、災害等の状況を考慮し必要な際に依頼を行う。

※２ 急激な河川氾濫、土砂災害などの出動準備のリードタイムがない災害においては、
緊急消防援助隊の迅速な出動のため、出動準備等の依頼を行わず、出動可能隊数報告を
待たずに、出動の求め又は指示をする。
その場合は、各都道府県の応援等実施計画の隊数を元に、消防庁で出動の対象となる

都道府県の判断を行う。

緊急消防援助隊
（指揮支援部隊、
統合機動部隊）
の出動

緊急消防援助隊
（都道府県大隊）
の出動

おおむね１時間以内
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